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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，柔軟で持続可能な財政構造を構築し，自主的かつ

総合的な地域経営を確保するため，財政運営の基本指針等を定めるこ

とにより，健全な財政運営に関する取組の推進を図り，もって市民福

祉の増進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は，地方公共団体の財政の健全化

に関する法律（平成１９年法律第９４号。以下「地方公共団体財政健

全化法」という。）で使用する用語の例による。 

２ 前項に定めるもののほか，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

(1) 公共施設 公用又は公共の用に供するため市が設置する庁舎，学

校，図書館，コミュニティセンター，体育館その他の建築物（建築

物に付帯する設備等を含む。）をいう。 

(2) 社会基盤施設 社会資本として市が整備する道路，河川，橋りょ

う，下水道，公園その他の工作物をいう。 



(3) 最上位計画 龍ケ崎市議会の議決すべき事件に関する条例（平成

２３年龍ケ崎市条例第３２号）第２条に規定する龍ケ崎市のまちづ

くりの基本方向を示す最上位の計画をいう。 

(4) 普通会計 市の公営事業会計以外の会計について，当該会計の相

互間の重複額を控除した純計により一つの会計としてまとめた地方

財政統計上統一的に用いられる会計区分をいう。 

(5) 一般会計等 一般会計及び公営事業会計以外の特別会計をいう。 

(6) 全体会計 一般会計等及び市の公営事業会計について，当該会計

の相互間の重複額を控除した純計により一つの会計としてまとめた

ものをいう。 

(7) 連結会計 全体会計及び市の関与の下で，密接な関係を有する業

務を行っている地方独立行政法人，一部事務組合，広域連合，地方

公社，第三セクター等の会計について，当該会計の相互間の重複額

を控除した純計により一つの会計としてまとめたものをいう。 

(8) 決算統計 地方公共団体の決算状況を把握する目的で国が行う

地方財政状況調査をいう。 

(9) 財務書類 国の基準に基づき，一般会計等，全体会計及び連結会

計のそれぞれごとに作成された貸借対照表，行政コスト計算書，純

資産変動計算書及び資金収支計算書をいう。 

（財政運営の基本指針） 

第３条 市は，財源を効果的かつ効率的に活用するとともに，人口動態，

経済環境の変化，時代の潮流及び市民の意見等を踏まえた重要かつ緊

急性の高い施策に対して重点的に予算配分を行い，財政を健全に運営

しなければならない。 

２ 市は，地方債を財源に充てる公共施設及び社会基盤施設の整備等，

長期間にわたり財政需要を生じる施策の決定に当たっては，その債務

が将来世代にも引き継がれることを十分理解した上で，世代間の負担

の公平性に十分留意するとともに，受益者負担の原則等，財政秩序の

維持についても十分考慮しなければならない。 

（責務） 

第４条 市長は，市民の負託に基づく市の代表機関として，最上位計画

を踏まえて予算を編成し，執行するとともに，財政を健全に運営しな



ければならない。 

２ 市民は，行政活動によって得られる利益及び公共サービスについて

は，市民の相応の負担の上に成り立っていることを認識するとともに，

世代間の負担の均衡に配慮しなければならない。 

第２章 財政運営の原則 

第１節 財政情報の共有 

（説明責任の向上） 

第５条 市は，財政状況について，市民と情報を共有し，分かりやすく

公開することにより，その説明責任の向上に努めるとともに，財政運

営に関する市民の意見の把握に努めなければならない。 

（財政情報の公表） 

第６条 市長は，毎年度，次に掲げる事項を分かりやすく公表しなけれ

ばならない。 

(1) 当初予算の状況（市長が必要と認める予算編成過程の情報を含

む。） 

(2) 歳入歳出決算（下水道事業における決算を含む。）の状況 

(3) 決算統計に基づく決算の状況 

(4) 年度末における基金，地方債及び地方債に準じる債務負担行為で

翌年度以降の支出予定額の状況 

(5) 主要な施策の成果を説明する書類 

(6) 健全化判断比率及び資金不足比率の状況 

(7) 財務書類 

（金融機関等への情報提供） 

第７条 市は，円滑な資金調達に資するため，銀行，保険会社その他地

方債の引受けが予定される金融機関等に対し，企業会計の分析手法等

を勘案した財政情報の提供に努めなければならない。 

第２節 資産の管理等 

（資産及び負債の管理） 

第８条 市は，長期的な人口動態及び社会経済情勢の変化等を考慮して，

資産を管理しなければならない。 

２ 市は，地方債，地方債に準ずる債務負担行為並びに不動産の取得及

びこれに類する目的のための債務負担行為並びに債務保証の額につい



て，負債として管理しなければならない。 

３ 市は，負債の額について，償還能力の観点から適切な水準にとどめ

るとともに，常に逓減に努めなければならない。 

（公共施設の管理） 

第９条 市は，公共施設によって提供する機能について，社会経済情勢

の変化及び財政状況等に適合した必要性の高い機能を確保するため，

公共施設の使途及び利用環境の改善，運営の効率化並びに統廃合等を

推進しなければならない。 

２ 市長は，前項の取組を計画的に推進するため，公共施設の需要動向

並びに運営及び更新の費用の予測等を総合的に勘案の上，公共施設の

管理運営に関する基本方針を策定し，公表しなければならない。 

（基金） 

第10条 市は，災害対策の財源その他緊急を要し，又はやむを得ない財

政需要に的確に対応するための資金を確保し，財政の健全かつ円滑な

運営に資するため，財政調整基金に計画的に積み立てなければならな

い。 

２ 市は，公共施設の適正管理その他施策の計画的推進のために資金の

留保を必要とするものにあっては，基金を設けて計画的に資金を積み

立て，執行するよう努めなければならない。 

（地方債） 

第11条 市は，起債に当たっては，次に掲げる事項を総合的に検討しな

ければならない。 

(1) 適債性の有無 

(2) 将来において市民が負担することの妥当性 

(3) 地方債と他の資金調達方法による場合との市の負担についての

比較 

(4) 当該地方債に係る償還金が将来の財政運営に与える影響 

第３節 執行における原則 

（予算執行の原則） 

第12条 市は，次に掲げる事項を総合的に勘案して予算の執行に当たら

なければならない。 

(1) 収支の均衡を保持すること。 



(2) 社会経済情勢の変化を考慮すること。 

(3) 将来において発生が見込まれる費用を適切に見込むこと。 

(4) 将来の負担を抑制すること。 

（歳入及び歳出） 

第13条 市は，歳入（下水道事業における収入を含む。）について，安

定的な増収を図る方策を検討するとともに，市税等については，適切

な徴収に努めなければならない。 

２ 市は，歳出（下水道事業における支出を含む。）について，効果的

で合理的な予算執行に努めなければならない。 

（使用料等） 

第14条 市は，使用料，手数料及び負担金等（以下「使用料等」という。）

について，利益を受ける者と利益を受けない者の間の公平を図るため，

受益者による適正負担の確保に努めなければならない。 

２ 使用料等は，あらかじめ定めた基準により算定し，定期的に見直さ

なければならない。 

（補助金等） 

第15条 市長は，補助金及び交付金について，政策的な必要性及び効果

の観点から，当該支出の要否をはじめ，交付決定の手続等を含む包括

的な見直しを定期的に行わなければならない。 

２ 市長は，団体の運営に係る経費に対する補助については，原則とし

て，あらかじめ期限を定めなければならない。 

（債務保証等の取扱い） 

第16条 市は，中小企業に対する信用保証制度その他国等の制度に基づ

く債務保証又は損失補償を除き，新たな債務保証及び損失補償につい

ては，原則としてこれを行わないものとする。 

２ 市長は，前項の規定にかかわらず，やむを得ず新たに債務保証又は

損失補償を行う場合は，事前にその必要性及び当該債務の発生見通し

について公表しなければならない。 

第３章 計画的な財政運営 

（財政収支見通し） 

第17条 市長は，毎年度，最上位計画に基づく事業の進捗状況等との調

整の下で，長期的な期間における各年度の普通会計の収支状況，同期



間中の各年度末における基金，地方債及び地方債に準ずる債務負担行

為で翌年度以降の支出予定額の見通し（以下「財政収支見通し」とい

う。）を公表しなければならない。 

（最上位計画策定における原則） 

第18条 市は，最上位計画に基づく事業計画を財源の根拠をもって策定

し，真に必要な施策に充てる財源を確保するとともに，最上位計画の

確実な実行に努めなければならない。 

２ 市は，最上位計画の策定及び改定に当たっては，次に掲げる事項を

記載しなければならない。この場合において，財政収支に影響を及ぼ

す改定においては，改定前後の収支見込額を併記しなければならない。 

(1) 普通会計における収支見込額 

(2) 前号の収支見込額に，最上位計画の遂行のための財源を反映した

もの 

（公共施設等整備に伴う財政運営影響額） 

第19条 市長は，公共施設及び社会基盤施設を整備しようとする場合（公

共施設の更新及び大規模な改修等を行おうとする場合を含む。）は，

別に定めるところにより，あらかじめ財政運営への影響額を試算し，

公表しなければならない。 

（予算を伴う計画） 

第20条 市長は，予算を伴う計画については，財政収支見通しに反映さ

せなければならない。 

２ 前条の規定により算出した公共施設及び社会基盤施設の整備による

財政運営への影響額については，当該整備計画の決定に併せて，財政

収支見通しに反映させなければならない。 

第４章 健全な財政運営の取組 

（財政運営の目標） 

第21条 市長は，財政指標を用いて財政運営の目標を定め，財政運営に

当たらなければならない。 

２ 市長は，地方公共団体財政健全化法に定める早期健全化基準（公営

企業会計にあっては経営健全化基準とする。）を上回る独自の基準（以

下「早期警戒基準」という。）を設けて財政運営に当たらなければな

らない。 



（早期の財政健全化） 

第22条 市長は，地方公共団体財政健全化法の規定により算定した健全

化判断比率（公営企業会計にあっては資金不足比率とする。以下同じ。）

のいずれかの比率が早期警戒基準に該当した場合は，財政を早期に健

全化するための計画（以下「早期財政健全化計画」という。）を策定

するとともに，早期財政健全化計画に従い，財政の健全化に取り組ま

なければならない。 

２ 市長は，前項の規定による早期財政健全化計画を策定し，又は変更

した場合は，これを議会に報告し，かつ，公表しなければならない。

当該計画の毎年度の取組状況についても，同様とする。 

３ 市長は，第１項の取組の結果，健全化判断比率が早期警戒基準に該

当しなくなった場合は，早期財政健全化計画の取組を終了するととも

に，これを議会に報告し，かつ，公表しなければならない。 

第５章 雑則 

（委任） 

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

付 則 

この条例は，平成２４年１０月１日から施行する。 

付 則（平成３０年９月２６日条例第３９号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

付 則（令和元年９月２６日条例第１０号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

 


